
開 始

Yes

No

No

入林届は不要です

No
入林届(無人航空機を飛行

させる場合の入林届

(様式第73号))を提出

Yes 無人航空機を

使用しますか？

Yes

入林申請手続きの流れ

No

その他 屋久島森林管理署へお問い合わせください

高山植物等採取申請書(様式

第78号)を提出

保安林内の許可・届出書の

写しを添付

自然公園法に基づく許可書

の写しを添付

文化財保護法に基づく許可

書の写しを添付

入林届(様式第72号)を

提出

屋久島森林管理署から、

高山植物等採取許可証を発行

動植物や土砂等を採取する際は入林届のほかに以下の書類が必要になります

屋久島森林管理署から、

入林届の写しを交付
Yes

入林目的は、

調査・研究、撮影・

取材ですか？

※国または地方公共団地の職員等は(様式第75号)を提出

保安林内ですか？

植物を採取しますか？

国立公園内ですか？

史跡名勝天然記念物

地区内ですか？

※ レクリエーション目的とは、登山や森林浴、観光等で入林する場合。

※鳥獣捕獲を目的とする入林は、「鳥獣の捕獲等のための入林届」を別途ご提出ください。

※保護林調査申請書は令和4年5月1日より不要となりましたが、国立公園特別保護地区や史跡名勝

※天然記念物地区等での現状変更を伴う調査については従来通り許可書の写しが必要です。

※許可申請については、環境省・文化庁（町教育委員会）・鹿児島県等へ事前に確認ください。

入林箇所は

国有林内ですか？

入林目的は、

レクリエーション

ですか？

屋久島森林管理署から、

入林届の写しを交付

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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国有林内（上空含む）に無人航空機を飛行させる場合、操縦者が

国有林野内に入林しない場合（海上など）でも入林届が必要です
※ただし「ドローンを活用した荷物配送などに関するガイドライン」に該当

する場合は不要です


